
入 札 公 告

2024 年 10 月 25 日

下記のとおり一般競争入札に付します。

                          独立行政法人国立科学博物館

                  契約担当役

                         経営管理部長 丹野 史教

１．競争入札に付する事項

  （1）調達件名  エンドポイントセキュリティソフト（Symantec Endpoint Protection）のライセンス調達

  （2）納入期限 2024 年 11 月 29 日（金）まで

２．競争入札資格

（1）以下のいずれにも該当しない者であること。

ア）契約を締結する能力を有しない者（未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために

必要な同意を得ている者を除く。）

イ）破産者で復権を得ない者

ウ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項各

号に掲げる者

エ）当館から取引停止の措置を受けている期間中の者

（2）国の競争参加資格（全省庁統一資格）において、令和 04・05・06 年度に関東・甲信越地域の「物品の

販売」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされている者であること。

３．契約条項を示す場所等

所在地 〒110-8718 東京都台東区上野公園 7-20

  独立行政法人国立科学博物館 経営管理部財務課(契約担当) Tel 03-5814-9830

４．入札説明会の日時及び場所

実施しない。

５．入札書（参加資格の確認のための書類等を含む）の提出場所及び受領期限

2024 年 11 月 6 日（水）17 時 00 分 (郵送で送る場合は、受領期限までに必着のこと)

独立行政法人国立科学博物館 経営管理部財務課（契約担当）

６．開札日時及び場所

  2024 年 11 月 13 日（水）11 時 00 分～

独立行政法人国立科学博物館 上野本館事務棟 1 階 中会議室

７．その他

  その他必要な事項については、入札説明書及び仕様書によるものとする。
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入 札 説 明 書 
 

Ⅰ 概要及び日程 

１．競争入札に付する事項 

件  名 
エンドポイントセキュリティソフト（Symantec Endpoint Protection）の 

ライセンス調達 

仕 様 等 別紙仕様書のとおり 

履行場所 国立科学博物館上野地区 

契約区分 物品供給契約 

契約条項 別紙契約書（案）のとおり 

契約期間/

納入期限 
契約締結日から２０２４年１１月２９日 

入札保証金 

契約保証金 
免除する。 

 

２．本件窓口、質問・申込・書類の受付先 

独立行政法人国立科学博物館 経営管理部財務課 契約担当 

〒110-8718 東京都台東区上野公園7－20 

TEL: 03-5814-9830 E-mail: keiyaku@kahaku.go.jp 

 

３．入札方式、競争参加資格等 

入札方式 最低金額落札方式 

入札金額の 

記載方法 

① 「総額」を記載すること。 

② 落札額は、入札書に記載された金額に１０パーセントを加算した額(１

円未満の端数は切り捨て)とするので、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること｡ 

競争参加資格 

① 以下のいずれにも該当しない者であること。 

ア）契約を締結する能力を有しない者（未成年者、被保佐人又は被補助人

であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。） 

イ）破産者で復権を得ない者 

ウ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七

十七号）第三十二条第一項各号に掲げる者 

エ）当館から取引停止の措置を受けている期間中の者 

② 令和０４・０５・０６年度全省庁統一資格（関東・甲信越地域）の「物

品の販売」において、A、B、C又はDの等級に格付けされている者であるこ

と。 

再委託等 

「９．特記事項」に特段の定めが無い限り、以下の事項は認めていません。 

① 役務提供・請負契約において、業務の全部若しくはその主たる部分を第

三者に委託すること。 

② 共同企業体、共同事業体として競争に参加すること。 



独立行政法人国立科学博物館 

2 

 

 

４．入札説明会 

 実施しない。 

 

５．質問受付 

期  限 2024年10月31日（木）17時00分まで 

質問方法 上記期限までに、電子メールにて質問を送付すること。（様式は任意） 

備  考 

質問内容と回答は、当館ホームページにて公表します。なお、質問者にかかる情

報は公表しません。回答に時間がかかる場合があるため、なるべくお早めにお送

り下さい。 

 

６．入札書の提出 

期  限 
2024年11月6日（水）17時00分まで 
※持参の受付時間：平日9時00分～17時00分（12時30分～13時30分を除く） 

提出方法 持参又は書留郵便（必着）にて提出すること。 

 

７．その他書類の提出 

期  限 
2024年11月6日（水）17時00分まで 
※持参の受付時間：平日9時00分～17時00分（12時30分～13時30分を除く） 

提出方法 

持参、書留郵便（必着）の他、電子メールへの添付、又は、証跡の残る電子デー

タ送付サービスの利用も可とするが、情報セキュリティの確保に充分留意するこ

と。 

提出書類 

① 全省庁統一資格審査結果通知書の写し 

② 入札物品を納入できることを証明する書類（代理店証明書等） 

③ 参考見積書（内訳明細書等詳細を記載すること） 

④ 定価証明書 

⑤ 納入実績表 

（契約日、納入日、調達件名契約先、納入先、契約金額がわかること） 

⑥ 入札物品のカタログ 

⑦ 輸入品の場合は以下の書類を提出すること。 

（ａ）日本における輸入総代理店であることの証明書類（和訳も添付のこと） 

（ｂ）直接販売証明書 

   ※国内の輸入総代理店が、他に販売代理店を通さず直接販売している 

    場合に必要。 

（ｃ）インボイス等輸入関係書類 

   ※提出できない場合は、国内の輸入総代理店が発行した理由書を提出 

すること。 
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８．開札 

日  時 2024年11月13日（水）11時00分より 

場  所 
東京都台東区上野公園７－２０ 

国立科学博物館 上野本館事務棟１階 中会議室 

留意事項 

開札会場での立会は、競争加入者又はその代理人（復代理人）に限り可能。 

開札への立会は必須ではありませんが、一度の開札で落札者が決定しなかった場

合には、直ちに再度入札を実施しますのでご留意ください。詳細は「Ⅱ手続き詳

細・留意事項等 ３．開札（２）落札者の決定」を参照ください。 

 

９．特記事項 

７．で定める提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。 

提出書類中、個人情報に関するものについては、本目的以外には利用しない。 

 

１０．落札後の提出書類 

落札者は、以下の２点の書類を各１部、速やかに提出すること。 

  ア 落札内訳書                      

イ「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」に係る情報提供について 
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Ⅱ 手続詳細・留意事項等 

１．使用言語及び通貨、準拠規程等 

（１）使用言語及び通貨  

日本語及び日本国通貨を使用する。 

（２）準拠規程等  

入札及び契約手続きは、関係法令の他、以下に従うものとする。 

① 本件調達にかかる入札公告、入札説明書及び付属資料 

② 独立行政法人国立科学博物館会計規程 

③ 独立行政法人国立科学博物館契約事務取扱規則 

④ 調達区分に応じた以下のいずれかの契約基準 

  ア 独立行政法人国立科学博物館役務等契約基準 

  イ 独立行政法人国立科学博物館物品供給契約基準 

  ウ 独立行政法人国立科学博物館製造請負契約基準 

（３）その他 

① 競争加入者又はその代理人（以下「競争加入者等」という。）又は契約の相手方が本件

調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担す

るものとする。 

② 競争加入者等が提出した書類は、競争参加資格の確認並びに入札公告、入札説明書及び

入札説明会で示した業務を履行できるかどうかの判断以外には、競争加入者等に無断で使

用しないものとする。 

③ 一旦受領した書類は返却しない。 

④ 競争加入者等が自己に有利な評価を受けることを目的として虚偽又は不正の記載をした

と判断される場合には、入札公告及び入札説明書に示した業務を履行できるかどうかの判

断の対象としない。 

 

２．入札 

（１）入札金額 

① 競争加入者等は、契約代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又は

その支払回数等の契約条件を十分考慮し、調達に係る直接費用のほか、輸送費、保険料、

関税及び仕様書等に規定する調達に要する一切の諸費用を含めた金額を見積もるものとす

る。 

② 入札書に記載する金額は、総額、単価、月額等、案件によって異なるので留意すること。 

③ 落札額は、入札書に記載された金額に１０パーセントを加算した額(１円未満の端数は切

り捨て)とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること｡ 

 

（２）入札書の記載及び提出方法 

① 競争加入者等は、次の各号に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を提出しなければ

ならない｡ 

ア 競争入札に付される調達件名の表示 

イ 入札金額 

ウ 競争加入者本人の住所、氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）

及び押印（外国人の署名を含む。以下同じ。） 

エ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は、その名

称又は商号及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名

及び押印 
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② 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をし

ておかなければならない。 

③ 入札書は、封筒に入れ密封し、その封皮（表面）に氏名（法人の場合はその名称又は商

号）を記載し、開札日、入札件名及び「入札書在中」の文言を朱書きしなければならない。 

④ 入札書を収める封筒には、他の書類を同封してはならない。 

⑤ 入札書は、持参又は書留郵便にて提出すること。電報、ファクシミリ、電話その他の方

法による入札は認めない。 

⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 

⑦ 競争加入者等は、仕様書等に疑義がある場合は、国立科学博物館に説明を求めることが

できる。ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立て

ることはできない｡ 

 

（３）入札書の無効 

入札書で次のいずれかに該当するものは、これを無効とする｡ 

① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出した入札書 

② 調達件名及び入札金額のない入札書 

③ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印の

ない入札書 

④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及

び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は

判然としない入札書(競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者

の氏名)又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理人で

あることが代理委任状その他で確認されたものを除く｡) 

⑤ 調達件名に重大な誤りのある入札書 

⑥ 入札金額の記載が不明確な入札書 

⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押していない入札書 

⑧ 入札公告及び入札説明書に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書 

⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の

提出したもの 

⑩ その他入札に関する条件に違反した入札書 

 

（４）入札の延期等 

競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執

行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを中止

することがある。 

 

（５）代理人による入札 

① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。 

② 競争加入者等は本件調達に係る入札につき他の競争加入者の代理人を兼ねることができ

ない。 

 

３．開札 

（１）開札場 

① 開札は、競争加入者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち

会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う｡ 

② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員（以下「入札関係職員」と

いう。）及び上記①の立合職員以外の者は入場することができない。 

③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 
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④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分

証明書を提示しなければならない。代理人については、開札時刻までに代理委任状を提出

した者に限る。 

⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場する

ことはできない。 

⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 

ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者 

イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者 

 

（２）最低金額落札方式における落札者の決定 

① 有効な入札書を提出した競争加入者等であって、本入札説明書及び仕様書において明ら

かにした要求要件をすべて満たした者のうち、当予定価格の制限の範囲内で、最低価格を

もって有効な入札を行った者を落札者とする。 

② 落札者となるべき者の入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がされないおそ

れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な秩序を乱すことと

なるおそれがあって著しく不適正であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の

価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすること

がある。 

 

（３）総合評価落札方式における落札者の決定 

① 国立科学博物館が策定した総合評価基準に則り、競争加入者等が提出した提案内容と入

札金額から評価値を算出し、その評価値の最も高いものを落札者とする。ただし、入札金

額は予定価格の制限の範囲内でなければならない。 

② 提案内容に関する評価値の算出は事前に行い、開札時に入札金額を組み入れて最終的な

評価値を算出する。なお、事前の提案内容の審査結果によっては、開札を待たず落選とな

ることがある。 

③ 落札者となるべき者の入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がされないおそ

れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な秩序を乱すことと

なるおそれがあって著しく不適正であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の

価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高いものを落札者とすることがある。 

 

（４）落札者の決定 共通事項 

 ① 予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、ただちに再度の入札を行う。 

② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに競争加入者等にくじを引かせ、落札

者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者

があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定

するものとする。 

③ 落札者を決定したときは、開札場にてその氏名（法人の場合は名称）及び金額を口頭で

通知し、開札に立ち会わなかった競争加入者等がいる場合は、その者にも別途通知する。 

 

４．契約 

（１）契約書の作成 

① 落札者が決定したときは、速やかに契約書の取り交わしをするものとする。なお、落札

者が契約締結の意思を示さないとき、又は相当の期間契約書を取り交わそうとしないとき

は、落札の決定を取り消すものとする。 

② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が

契約書の案に記名押印し、更に契約担当役が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押

印するものとする。 

③ 上記②の場合において、契約担当役が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約の
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相手方に送付するものとする。 

④ 契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しない

ものとする。 

⑤ 提出された業務提案書について、すべて契約書にその内容を記載するものとする。 

 

５．検査及び支払 

（１）検査 

① 落札者が入札書とともに提出した資格等証明書類の内容は、仕様書において明らかにし

た要求要件等と同様にすべて検査の対象とする。 

② 業務開始後、当該業務期間中において、落札者が提出した業務を完全に履行できること

を証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対して損害

賠償等を求める場合がある。 

③ 調達件名の履行期間中に当館担当職員が立会い又は監督検査確認等を求めた場合は、落

札者は誠実に対応しなければならない。 

（２）支払 

 支払い条件は、別紙契約書（案）による。 
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Ⅲ書類記載例・記載方法  
１．入札封書記載方法 

入札書は、封筒に入れ密封し、その封皮（表面）に氏名（法人の場合はその

名称又は商号）を記載し、開札日、入札件名及び「入札書在中」の文言を朱書

きしなければならない。  

入札書を収める封筒には、他の書類を同封してはならない。  

 

 
 
２．入札書記載方法  

（１）競争加入者本人が入札する場合 

 
 

入 札 書 
 

件  名 ○○○○○○○○○○○○ 

 

入札金額 金＊＊＊,＊＊＊,＊＊＊円也 

 

 本件調達にかかる入札説明書、仕様書等に記載の事項を熟知し、上記業務を履行するも

のとして、入札に関する条件を承諾の上、上記金額によって入札します。 

 

 ○○年○○月○○日 

 

独立行政法人国立科学博物館 

契約担当役 殿 

 

競争加入者 住   所 △△△△区■-■-■■ 

                         会 社 名 ◇◇◇◇◇◇株式会社 

                   役職・氏名 代表取締役 □□ □□   

 

 

 

 

 

 

消費税にかかる課税事業者・免税

事業者を問わず、見積もった金額

の１１０分の１００に相当する金

額を記載します。 

提出日 

印 
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（２）代理人又は復代理人が入札する場合 

 
 
３．委任状記載方法  

（１）社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合 

 
  

入 札 書 
 

件  名 ○○○○○○○○○○○○ 

 

入札金額 金＊＊＊,＊＊＊,＊＊＊円也 

 

 本件調達にかかる入札説明書、仕様書等に記載の事項を熟知し、上記業務を履行するも

のとして、入札に関する条件を承諾の上、上記金額によって入札します。 

 

 ○○年○○月○○日 

 

独立行政法人国立科学博物館 

契約担当役 殿 

 

競争加入者 住   所 △△△△区■■ 1-1-1 

                          会 社 名 ◇◇◇◇◇◇株式会社 

                    役職・氏名 代表取締役 □□ □□   

                  

代 理 人 住   所 ○○○○区□□ 2-2-2 

                    （復代理人） 会 社 名 ◇◇◇◇◇◇株式会社 

                    役職・氏名 支店長 ◆◆ ◆◆ 

 

委 任 状 
 

○○年○○月○○日 

独立行政法人国立科学博物館 

契約担当役 殿 

 

委任者（競争加入者） 住   所 △△△△区■■ 1-1-1 

                           会 社 名 ◇◇◇◇◇◇株式会社 

                     役職・氏名 代表取締役 □□ □□   

 

私は、○○○○○を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

◇◇年◇◇月◇◇日付公告分の、国立科学博物館において行われる「（件名を記

載）」の一般競争入札に関する権限 

 

受任者（代理人）使用印鑑 

印 

消費税にかかる課税事業者・免税

事業者を問わず、見積もった金額

の１１０分の１００に相当する金

額を記載します。 

提出日 

押印は代理人又は復代理人の

みで可。 

別途「委任状」の提出が必要

です。 

提出日 

印 

印 

代理人となる者の氏名を記載 
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（２）支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合 

 
 

（３）支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合 

 

委 任 状 
 

○○年○○月○○日 

独立行政法人国立科学博物館 

契約担当役 殿 

 

委任者（競争加入者） 住   所 △△△△区■■ 1-1-1 

                           会 社 名 ◇◇◇◇◇◇株式会社 

                     役職・氏名 代表取締役 □□ □□   

 

私は、下記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

受任者（代理人） 住   所 ○○○○区□□ 2-2-2 

               会 社 名 ◇◇◇◇◇◇株式会社 

           役職・氏名 支店長 ◆◆ ◆◆ 

 

 委 任 事 項  １ 入札及び見積に関する件 

          ２ 契約締結に関する件 

          ３ 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 

          ４ 契約物品の納入及び取下げに関する件 

          ５ 契約代金の請求及び受領に関する件 

          ６ 復代理人の選任に関する件 

          ７ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 受 任 期 間  ○○年○○月〇〇日から □□年□□月□□日まで 

 

受任者（代理人）使用印鑑 

委 任 状 
 

○○年○○月○○日 

独立行政法人国立科学博物館 

契約担当役 殿 

 

委任者（競争加入者の代理人） 住   所 ○○○○区□□ 2-2-2 

                         会 社 名 ◇◇◇◇◇◇株式会社 

                     役職・氏名 支店長 ◆◆ ◆◆ 

   

私は、○○○○○を◇◇◇◇◇◇株式会社代表取締役□□□□の復代理人と定め、下記

の権限を委任します。 

 

◇◇年◇◇月◇◇日付公告分の、国立科学博物館において行われる「（件名を記載）」

の一般競争入札に関する権限 

 

受任者（競争加入者の復代理人）使用印鑑 

提出日 

印 

印 

代理人となる者の情報を記載 

委任事項は参考例です。

必要に応じて追加・修正

ください。 

提出日 

代理人の情報を記載 

印 

復代理人の氏名を記載 

競争加入者の役職・氏名を記載 
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（４）委任状が必要になる事例 

 ①競争加入者以外の者の名義で入札書を作成し提出するとき 

 ②競争加入者以外の者が開札に立ち会うとき 

 ③締切日までに提出する入札書は競争加入者の名義で作成するが、開札当日に再度入札と

なった場合は、競争加入者以外の者の名義で入札書を作成し提出するとき 

 ④落札後の契約書取り交わし等を、競争加入者以外の者の名義で行うとき 

 

 

 

 

様式は、「国立科学博物館ウェブサイト：法人情報―調達に関する情報」からダウンロード

できます。 

 

https://www.kahaku.go.jp/disclosure/supply/index.php 

 

https://www.kahaku.go.jp/disclosure/supply/index.php


契 約 書 （案） 
 

 件   名   エンドポイントセキュリティソフト（Symantec Endpoint Protection）の 

ライセンス調達 

 

代 金 額（税抜）      金        円 

消費税額及び地方消費税額   金        円 

代 金 額（税込）      金        円 

 

（消費税額及び地方消費税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２

条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき算出する。税法の改正により消費税率が変更さ

れた場合、改正以降における消費税等の金額は変更後の税率により計算する。） 

 

  発注者 独立行政法人国立科学博物館 契約担当役 経営管理部長 丹野 史教（以下「甲」と

いう。）と受注者 ○○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○（以下「乙」という。）との間に

おいて、上記件名について、上記の代金額で、次の条項により物品供給契約を結ぶものとする。 

 

第１条 乙は、別紙仕様書に基づいて物品の供給をするものとする。 

第２条 物品は、契約担当役が指定する場所に納入及び設置するものとする。 

第３条 物品の納入期限は、２０２４年１１月２９日とする。 

第４条 納品書及び完了通知書は、独立行政法人国立科学博物館経営管理部情報化推進室に送付

すべきものとする。 

第５条 代金は、物品の納入及び完了検査後、適法な請求書を受理した日から３０日以内に１回

に支払うものとする。 

第６条 代金の請求書は、独立行政法人国立科学博物館経営管理部情報化推進室に送付すべきも

のとする。 

第７条 物品の無償保証期間は納入及び完了検査確認後１年間とする。 

第８条 乙は、物品の納入及び設置にあたり知り得た甲の秘密又は情報を第三者に提供・開示・

漏洩または他の目的に利用してはならない。このことは、この契約の終了後においても

同様とする。 

第９条 契約保証金は免除する。 

第１０条 この契約について必要な細目は、別添物品供給契約基準によるものとする。ただし、本

契約の各条項において物品供給契約基準と異なる事項を定めたときは、当該条項を優先

する。 

第１１条 この契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、双方協議の上これを解決するものと

する。 

第１２条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、甲乙間において

協議して定めるものとする。 

第１３条 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とする。 

 



 上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し、印を押すものとする。 

 この契約書は２通作成し、双方で各１通を所持するものとする。 

 

  ２０２４年  月  日 

 

     発注者 東京都台東区上野公園７－２０ 

     （甲） 独立行政法人国立科学博物館 

      契約担当役 

      経営管理部長       丹野 史教 

 

     受注者 住所 

     （乙） 氏名（落札者） 



2023 年 9 月 28 日 

契約担当役決定 

独立行政法人国立科学博物館 物品供給契約基準 

 

 この基準は、物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。 

 

 （総則） 

第一 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令

を遵守し、この契約（契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以

下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものと

し、発注者は、その売買代金を支払うものとする。 

３ 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

４ 契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面に

より行わなければならない。 

５ この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる言葉は、日本語とする。 

６ 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

７ この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる計量単位は、計量法（平成４年法

律第 51 号）に定めるものとする。 

８ 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法（明治 29 年法律第 89

号）及び商法（明治 32 年法律第 48 号）の定めるところによるものとする。 

９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁

判所において行うものとする。 

 （供給者の請求による納入期限の延長） 

第二 供給者は、天候の不良その他供給者の責に帰すことができない事由により納入期限

までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示し

た書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。 

 （発注者の請求による納入期限の短縮又は延長） 

第三 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給

者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。 

 （納入期限の変更方法） 

第四 納入期限の変更については、発注者供給者協議して定める。ただし、協議開始の日か

ら 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。 

２ 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知

するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日（第二の場合にあ



っては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第三の場合にあっては、供給者が

納入期限変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、

供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 （検査） 

第五 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければな

らない。 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、

前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に検査を完了し

なければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を供給者に通知

しなければならない。 

３ 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定

する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。 

 （売買代金の支払い） 

第六 供給者は、第五第２項又は第３項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売

買代金の請求をすることができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内

に売買代金を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責に帰すべき事由により第五第２項の期間内に検査をしないときは、

その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下「約

定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数

が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた

日において満了したものとみなす。 

 （部分払） 

第七 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額につい

て、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 

２ 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を

発注者に請求しなければならない。 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、前項の確認

をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。 

４ 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部

分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日

から１４日以内に部分払金を支払わなければならない。 

５ 部分払金の額は、第３項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応す

る売買代金相当額の全額とする。 

６ 第４項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合にお

いては、第１項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に



部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。 

 （契約不適合） 

第八 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもので

あるときは、発注者は、供給者に対してその不適合を知った日から１年以内に、その修

補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

２ 前項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、

その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減

額を請求することができる。ただし、次に掲げる場合には、発注者は催告することなく、

直ちに代金の減額を請求することができる。 

（１）履行の追完が不能であるとき。 

（２）供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に示したとき。 

（３）契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約の目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をし

ないでその時期を経過したとき。 

（４）その他履行の追完される見込みが無いことが明らかであるとき。 

３ 発注者は、第五第２項に規定する検査において契約不適合を知ったときは、その旨を

直ちに供給者に通知しなければ、前二項に規定する請求をすることはできない。ただし、

供給者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるもの

であるときは、これを適用しない。 

 （契約保証金） 

第九 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合

は、増額後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額と

の差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなけ

ればならない。 

２ 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているとき

は、当該契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 

 （発注者の催告による解除権） 

第十 発注者は、供給者が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照ら

して軽微であるときは、この限りでない。 

（１）正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。 

（２）正当な理由なく、第八に規定する履行の追完がなされないとき。 

（３）前２号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反が解消されないとき。 

 



（発注者の催告によらない解除権） 

第十一 次に掲げる場合には、発注者は、直ちに契約の解除をすることができる。 

（１）この契約の履行が不能であるとき。 

（２）供給者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３）この契約の一部の履行が不能である場合又は供給者がその一部の履行を拒絶する

意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達す

ることができないとき。 

（４）契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行を

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行を

しないでその時期を経過したとき。 

（５）前各号に掲げる場合のほか、供給者がその契約の履行をせず、発注者が第十の催

告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明

らかであるとき。 

（６）この契約に関し、供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和２２年法律第５４号。以下、「独占禁止法」という。）第３条又は第１９条の規

定に違反し、又は請負者が構成員である事業者団体が同法第８条第１号の規定に違

反したことにより、公正取引委員会が請負者又は請負者が構成員である事業者団体

に対し、同法第４９条に規定する排除措置命令又は同法第６２条第１項に規定する

納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（７） この契約に関し、供給者（法人にあっては、その役員又は使用人）の刑法（明治

４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５

条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

（８）供給者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（供給者が個人である場合にはその者を、供給者が法人である場合にはその

役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号に

おいて同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 

ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認

められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 

へ 下請契約等の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当すること

を知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 



ト 供給者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約等の契約の相手方とし

ていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が供給者に対して当該契約の

解除を求め、供給者がこれに従わなかったとき。 

２ 前項（１）から（５）号に定める場合が、発注者の責めに帰すべき事由によるもの

であるときは、前項の規定はこれを適用しない。 

（発注者の任意解除権） 

第十二 発注者は、物品が完納するまでの間は、第十及び第十一の規定によるほか、必要

があるときは、契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、物品の納入部分を検査のう

え、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを

受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わな

ければならない。 

３ 発注者は、第１項の規定により契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼし

たときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者

供給者において協議して定める。 

（供給者の解除権） 

第十三 供給者は、請負者の責めに帰すべき事由による場合を除き、次の各号の一に該当

するときは、契約を解除することができる。 

（１）発注者がこの契約に違反した場合において、相当の期間を定めて当該違反の解消を

催告したものの、解消がされなかったとき。ただし、その期間を経過したときにおけ

る債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りではない。 

（２）天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著

しく困難となったとき。 

２ 第十二第２項及び第３項の規定は前項の規定により契約が解除された場合に準用す

る。 

（談合その他不正行為に係る違約金等の支払い） 

第十四 供給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否

かを問わず、契約金額の１０分の１に相当する額（単価契約の場合においては、契約期

間全体の支払総金額の１０分の１に相当する額）を違約金として発注者の指定する期間

内に支払わなければならない。供給者が契約を履行した後も同様とする。 

（１）第十一の（６）に該当するとき。ただし、供給者は同法１９条の規定に違反した場

合であって当該違反行為が同法第２条第９項の規定に基づく不公正な取引方法（昭和

５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売の場合など発注者に

金銭的損害が生じない行為として、供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認め

たときは、この限りではない。 



（２）第十一の（７）に該当するとき。 

（３）公正取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第

３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

２ 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約

保証金をもって違約金に充当することができる。 

３ 第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える

場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

（債務不履行による損害賠償） 

第十五 発注者および供給者は、相手方の責めに帰すべき事由により、相手方がその債務の

本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生

じた損害の賠償を請求することができる。 

 （賠償金等の徴収） 

第十六 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内

に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した

日から代金支払の日まで年５パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の

支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき年５パーセント

の割合で計算した額の延滞金を徴収する。 

 （補則） 

第十七 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者供給者間において協議し

て定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２３年７月 

 

独立行政法人の契約に係る情報の公表について 

 

独立行政法人国立科学博物館 

 

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２

年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、

当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進

めるとされているところです。 

 これに基づき、以下のとおり、当館との関係に係る情報を当館のホームページで公表することとし

ますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締

結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 

 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきま

すので、ご了知願います。 

応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相

手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 

 

（１）公表の対象となる契約先 

次のいずれにも該当する契約先 

① 当館において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職以 

上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等として再就職していること 

② 当館との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること 

※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 

 

（２）公表する情報 

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、 

契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 

① 当館の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当館ＯＢ）の人数、職名及び当館にお 

ける最終職名 

② 当館との間の取引高 

③ 総売上高又は事業収入に占める当館との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該 

当する旨 

３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 

④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 

 

（３）当方に提供していただく情報 

① 契約締結日時点で在職している当館ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当館におけ 

る最終職名等） 

② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当館との間の取引高 

 

（４）公表日 

契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（4月に締結した契約については原 

則として 93日以内） 

 



契約件名：

契約締結日：令和　　　年　　　月　　　日

①

（注）１ 

（注）２ 当該契約の締結日を再就職者の有無の判断の基準日とする。

□ 該当する。 ※　該当する場合は、次の表を記入してください。

□ 該当しない。

② 当館との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めているか。

（注）

□ 該当する。 ※　該当する場合は、次の表を記入してください。

当館との取引高：

総売上高又は事業収入：

□ ３分の１以上２分の１未満
□ ２分の１以上３分の２未満
□ ３分の２以上

□ 該当しない。

代表者名
及び押印：

「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」に係る情報提供について

　以下の①及び②の両方に該当する場合は、当館ホームページへの公表の対象となります。公表につ
いての詳細は、当館ホームページを参照してください。

　また、別途資料をご提出いただく場合がありますので、ご了承願います。

住　所：

会社名：

　本紙は、契約締結時にご提出くださるよう、ご協力をお願いいたします。

総売上高又は事業収入
に占める当館との間の
取引高の割合：

当館において役員を経験した者が再就職しているか又は当館において課長相当職以上の職
を経験した者が役員等として再就職しているか。

「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。

再就職者の人数 現在の職名 当館での最終職名

総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げられた額による
こととし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績によることとする。



エンドポイントセキュリティソフト

（Symantec Endpoint Protection）の

ライセンス調達

仕様書

2024 年（令和 6 年）10 月 23 日

独立行政法人国立科学博物館



１. 調達案件の概要

（１）調達案件
エンドポイントセキュリティソフト（Symantec Endpoint Protection）のライセンス調達

（２）調達の背景、目的及び期待する効果

国立科学博物館（以下「当館」という。）が現在締結しているエンドポイントセキュリティソフト（Symantec 

Endpoint Protection、以下「SEP」という。）の契約は、令和 6 年 11 月 30 日をもって終了するため、本調達は

当館が現行の契約が終了する前に、納品日から 1 年間利用する、SEP のライセンスを新たに調達するもの

である。

（３）業務・情報システム・調達ライセンス概要
Symantec Endpoint Protection Subscription（600 ライセンス）の調達業務

※現行契約番号：52401513

（４）供給期間
令和 6 年 12 月 1 日～令和 7 年 11 月 30 日 （1 年間）

（５）作業スケジュール
現時点の想定スケジュールは以下の通り。

契 約 締 結 ： 令和 6 年 11 月中

   納 品 日 ： 令和 6 年 11 月 29 日（金）まで

２. 調達案件及び業務内容

（１）調達範囲
SEP の継続ライセンス調達。供給期間は 1．（４）の通り。

（２）業務内容
本業務は、当館が現在利用しているエンドポイントセキュリティソフト、SEP のライセンス調達のほか、これ

に係る注文書の手配など、ライセンス調達完了までに要する処理、及び補助業務を委託する。なお SEP

のライセンス調達後は、当館が所有する業務用 PC へのインストール、及び設定作業は含まない。

（３）納品場所
独立行政法人国立科学博物館（東京都台東区上野公園７－２０）

３. 代金の請求
物品代金の請求金額は、１本あたりの単価に数量を乗じて得た総額とする。なお、その総額に１円未満の

端数があるときは，その端数金額を切り捨てるものとする。

４. その他特記事項
  納入スケジュールは、当館担当者と協議し、その指示に従うこと。

本仕様書に明記されていない事項又は内容について疑義が生じた場合は、当館担当者と協議し、その

指示に従うものとする。
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